
 

未成年（18 歳未満）の渡航について 

 

北マリアナ諸島・入国管理局は、18 歳未満の単独渡航における入国管理法を 2008 年 7 月

17 日より改正しました。これにより、18 歳未満の渡航者で同行者に保護者が不在の場合

CNMI（北マリアナ諸島‐サイパン・テニアン・ロタ）入国時には、保護者によるôô渡航同意

書ôô‐AFFIDAVIT: TRAVEL COMPANION FOR MINOR CHILD の携行が必要です。 

 

 

《申請の流れ》 

１）申請書に記入後、在サイパン・入国管理局（Immigration / +1(670)664-3190） へ FAX。 

２）申請書オリジナルは入国の際に渡航者本人が必ず携行し、入国審査の時に提出。 

また、入国審査時に同行者として保護者代理人がいる場合は未成年者と一緒に入国審

査を受けることが望ましい。 

※ 修学旅行の場合について☛日本語見本／修学旅行 をご参照下さい。 

 

《申請書類、見本のダウンロード》 

‐申請書   AFFIDAVIT：TRAVEL COMPANION FOR MINOR CHILD 

‐申請書見本 一般個人用 

‐申請書見本 修学旅行用 

 

 
上記条件は今後変更される場合もありますが、今回の措置により申請書が統一化され、また在サ
イパン入国管理局からの事前認証を得る必要はなくなりました。 
日本人の観光目的渡航に関する一般旅行者および旅行業界関係者からの問い合わせは、以下のマ
リアナ政府観光局日本事務所で受付けております。 
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